
　通院費については、被災労働者の居住地または勤務先から、原則、片道2Km以上（注1）の通院

であって、次の①から③のいずれかに該当する場合に支給対象となります。

①　同一市町村内の適切な医療機関（注2）へ通院したとき。

②　同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき

　 （同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しや

　　すいとき等も含まれます）。

③　同一市町村内にも隣接する市町村内にも適切な医療機関がないため、それらの市町村を超

　えた最寄りの医療機関へ通院したとき。

（注1）片道2Km未満であっても、通院費の支給対象となる場合があります。

（注2）適切な医療機関とは、傷病の診療に適した医療機関をいいます。

さらに医師の診断書、意見書の添付が必要と
なります。

派遣労働者について、療
養補償給付のみの請求が
なされる場合には、派遣
先事業主は、派遣元事業
主が証明する事項の記載
内容が事実と相違ない旨
裏面に記載してください。

療養の給付請求書記入例


